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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月25日(2013.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　慢性脳卒中または脳組織損傷を処置するための方法における使用のためのＣＤ３４＋、
ＣＤ１３３＋、またはＣＤ３４＋／ＣＤ１３３＋細胞を富化した単離臍帯血細胞集団であ
って、該方法が、
該細胞集団を慢性脳卒中または脳組織損傷を経験したヒト対象の脳へ実質内投与すること
を含み、ここで該集団が慢性脳卒中の処置における使用のためのものである場合、前記単
離臍帯血細胞集団を脳卒中から７日を超えて経過した後に投与する、前記細胞集団。
【請求項２】
　単離臍帯血細胞集団が、ＣＤ３４＋臍帯血細胞を富化したものである、請求項１に記載
の細胞集団。
【請求項３】
　単離臍帯血細胞集団が、ＣＤ１３３＋臍帯血細胞を富化したものである、請求項１に記
載の細胞集団。
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【請求項４】
　単離臍帯血細胞集団が、ＣＤ３４＋／ＣＤ１３３＋両方の臍帯血細胞を富化したもので
ある、請求項１に記載の細胞集団。
【請求項５】
　単離臍帯血細胞集団が、少なくとも７５％がＣＤ３４＋、ＣＤ１３３＋またはＣＤ３４
＋／ＣＤ１３３＋である単核細胞を含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の細胞集団
。
【請求項６】
　単離臍帯血細胞集団が、少なくとも９０％がＣＤ３４＋、ＣＤ１３３＋またはＣＤ３４
＋／ＣＤ１３３＋である単核細胞を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の細胞集団
。
【請求項７】
　対象が、少なくとも６０歳である、請求項１～６のいずれか一項に記載の細胞集団。
【請求項８】
　少なくとも２×１０６個の細胞を対象へ投与する、請求項１～７のいずれか一項に記載
の細胞集団。
【請求項９】
　少なくとも５×１０６個の細胞を対象へ投与する、請求項１～８のいずれか一項に記載
の細胞集団。
【請求項１０】
　少なくとも８×１０６個の細胞を対象へ投与する、請求項１～９のいずれか一項に記載
の細胞集団。
【請求項１１】
　単離臍帯血細胞集団を、脳卒中から１ヶ月を超えて経過した後に投与する、請求項１～
１０のいずれか一項に記載の細胞集団。
【請求項１２】
　単離臍帯血細胞集団を、脳卒中から６ヶ月を超えて経過した後に投与する、請求項１～
１１のいずれか一項に記載の細胞集団。
【請求項１３】
　単離臍帯血細胞集団を、脳卒中から１年を超えて経過した後に投与する、請求項１～１
２のいずれか一項に記載の細胞集団。
【請求項１４】
　単離臍帯血細胞集団を、損傷がある皮質脊髄路に沿って３つの部位へと投与する、請求
項１～１３のいずれか一項に記載の細胞集団。
【請求項１５】
　単離臍帯血細胞集団が、単一の臍帯血ユニット由来である、請求項１～１４のいずれか
一項に記載の細胞集団。
【請求項１６】
　単離臍帯血細胞集団が、複数の臍帯血ユニット由来である、請求項１～１４のいずれか
一項に記載の細胞集団。
【請求項１７】
　単離臍帯血細胞集団が、６つの組織適合性マーカーのうち４つ未満を対象と共有する、
請求項１～１６のいずれか一項に記載の細胞集団。
【請求項１８】
　単離臍帯血細胞集団が、６つの組織適合性マーカーのうち少なくとも４つを対象と共有
する、請求項１～１６のいずれか一項に記載の細胞集団。
【請求項１９】
　脳組織損傷が、パーキンソン病、アルツハイマー病、多発性硬化症、またはハンチント
ン病に起因するものである、請求項１～１８のいずれか一項に記載の細胞集団。
【請求項２０】
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　脳組織損傷が外傷性脳傷害に起因し、および前記細胞を外傷性脳傷害の発生から１ヶ月
を超えて経過した後に投与する、請求項１～１８のいずれか一項に記載の細胞集団。
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